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自治体財政の健全化に向けた
ガバナンス強化についての提言

地方財政健全化法を契機とした
自治体の財政情報共有と体制強化をめざして

2007年８月
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提言にあたって

平成１９年３月、自治体職員の有志が北海道の地に集まり、「政策提言自治体会議」（パイロッ

ト・グループ）を立ち上げました。この会議は、現場主義による豊かな地方自治の実現を図るべく、

自治体や国の地方自治政策に関し、自治に精通したメンバー自らがさまざまな提言及び実践活

動を行うことを目的としたものです。すべてボランティア、手弁当で運営している自主組織です。

その主な活動として、地方自治政策に関する調査及び提言、新たな地方自治制度の設計及び

提言を行うこととしています。

２００７年６月、自治体財政の急速な悪化と未だに進まない財政に関する情報共有を背景に、

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（地方財政健全化法）」が成立しました。私たちは

これをひとつのきっかとし、「自治体自らが強い意志で財政や自治の基盤を強化していくための

考え方や具体的方法を示そう」という決意のもと、今回の提言をまとめました。

自治体関係者はもちろん、自治に関心のあるさまざまな皆さんにこの提言をご覧いただき、こ

のノウハウにさらに価値ある情報を付け加えながら、それぞれの地域で活用され、自治の次へ

の一歩を踏み出すことを強く願っています。

2007年８月 政策提言会議（パイロット・グループ）を代表して

ニセコ町 片山 健也

加藤 紀孝
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Ⅰ．私たちの問題意識

これまでの自治体財政運営の反省

É夕張市の財政破綻の本質は、自らを十分に律することができなかった点にある。財政運営の自
己規律や住民・議会との財政情報の共有が失われていたこと（自治体財政にかかわる基本的自

治機能の不全、欠如）がその根底にあった。これを他山の石としてすべての自治体が、今、財政

運営のあり方を見直す時期に来ている。

É未だに多くの自治体では、国がつくったルールに基づく受身の財政情報開示にとどまり、住民の
目線に立った説明や積極的に情報共有を進める姿勢が十分でない事実を反省しなければならな

い。

自治体財政の自己規律を

É自治体の財政は、地方分権や地方自治法の趣旨を考えると、国のルールに基づいて運営する
だけでは不十分であり、それを活かしたさまざまな実践が必要となる。その中で、自治体は、本来

の自治機能をしっかりと動かすための体制を強化すべきである。

Éその意味で、自治体は互いにライバルであり、よりよい自治体運営を競い合う関係であると同時
に、運命共同体であり「相互扶助」の関係にある。自治体が総体として住民からの信用、信頼を勝

ち取っていかなければならない。
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地方財政健全化法を契機に

É 竹中平蔵前総務大臣の「破たん法制」という発想から始まり地方財政健全化法 １）が生まれた。

「自治体の財政再建に関する法律」の50年ぶりの改正という観点でみると、債務調整（デフォルト）

が見送られたこととあわせて、全般的に目配りのされた法制度であると評価できる。同制度が狙い

通りに機能すれば、自治体は再生団体になることを避けることができる。

É しかし、その制度の趣旨が全国の自治体に浸透し、適切・効果的に運用されていくためには、多く
の現実的かつ技術的課題がある。

É 自治体には、国が行う制度設計に対して「押しつけ」や「やらされ仕事」の感覚がある一方、国から
の指示待ちであることも多い。しかし、すべての制度についてそのような姿勢で臨むべきではない。

少なくとも新法は、運用次第では自治体財政の健全化に寄与しうる制度である。新法を契機に、自

治体ガバナンスの手段として積極的に利活用していくことが重要である。

É また、制度設計を行う国と、制度運営を行う自治体は、地方分権の時代にあっては、対等協力の
関係として互いにノウハウを交換し、制度の趣旨を活かした運営に努めなければならない。また国

も自治体に対し、十分な法制度の説明、自治体との情報共有が重要である。これら通じて自治体

経営そのものに対する信頼が獲得できる。

※１）「地方財政健全化法」「新法」

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成19年6月成立）をいう。

重要な財政指標（以下の「４指標」）の公表の他、自治体財政の早期健全化、再生等に関し総合的に定められた法律。
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自治体監査を本来求められる姿に

É 首長部局に対する独立性を有した外部機関たるべき監査委員（制度） ２）が、多くの自治体において
本来期待された機能を果たしてこなかったことは大きな問題。

É 新法では監査の役割が重視されているが、新法が求める監査委員による審査については、監査部
門に十分なノウハウがないのが実態である。

É 自治体の監査部門は、新法への対応をひとつの契機として、本来求められる体制づくり、監査その
ものの充実強化を今後急ピッチで進めていく必要がある。

É 監査部門の強化のためのノウハウの開発に早期に取り組むことが、今後の自治体そのものの体制
強化の重要なポイントとなる。

※２）「監査委員（制度）」

地方自治法（第１９５条）に定める自治体の執行機関（首長部局とは別の機関）。首長（知事、市町村長）が任命するが、首長とは独立した専

門機関として、住民の立場に立って自治体経営全般を監査する。また必要に応じ首長、住民、議会等からの監査請求にも対応する。この
他、公認会計士等による外部監査も実施されている。

議会が本来のチェック機能を

É 一方で議会の役割も重要になってくる。議会は、どちらかと言えばこれまで、予算についての審査
や議決にあり実態として住民要望の反映など「利益代表」にとどまり、二元代表の一翼を担う意思
決定機関として執行機関に対する牽制機能を果たさず、特に財政運営については「任せきり」に
なっているとの批判を浴びてきた。

É 財政運営に関する適法性や効率性のチェックはもとより、財政運営の持続可能性についてのチェッ
クが十分に行なわれず、これが執行機関の不適切な財政運営を見逃すものとなってきた。

É 二元代表制をとる議会の機能強化のためには、住民の目線に立ったチェック機関として、議会自ら
が自己改革し、本来の役割を発揮できるような体制強化が期待される。
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内部統制機関として会計担当の役割を見直すことが必要

É 会計事務の簡素化、効率化の流れの中で、会計担当の役割は大きく変わってきた。その典型的な事
例が収入役制度の廃止 ３）である。これまでの内部統制機関としての機能を今後どのように見直して

いくのか、今、一度検討する時期にある。

É 会計担当の総責任者として「出納長」「収入役」が必置であった主な目的は、収入に関し命令機関と執
行機関を分離し、事務処理（会計処理）の公正性を確保しようとしたことにある。そのため、職務上の独

立性も確保されていた。

É しかし、本来期待されていた内部統制機関としての機能が発揮されず、単なる「首長の支出事務機関」
となったため、収入役制度（機能）が形骸化していた。

É 首長による会計制度上の暴走があった場合、それを内部で牽制・制止するのは会計担当の使命であ
り、住民の財産を預かる会計担当の役割と責任の重さも、新法を契機に改めて問う必要がある。

※３）「収入役制度の廃止」
平成１９年４月施行の地方自治法改正において、出納長及び収入役が廃止され、副知事・副市町村長に一元化された。
出納長・収入役は首長から独立した「特別職」であったが、新たに定められた会計管理者は他の自治体職員と同様「一般職」となる。
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自治そのものの基盤強化・発展を

É 新法の実施にかかわらず、自治体財政の透明性確保（説明責任）がそもそも重要であり、行政は住民
に対し住民の目線で財政情報の共有を進めなければならない。

É これまでの法制では、自治体財政情報の透明化については、対議会を中心として最低限の義務しか要
求されてこなかった。住民に対する情報透明化に至っては、これを全般的に規律する法律はなく、請求
があってはじめてアクションを起こす「情報公開」の姿勢が、未だに多くの自治体の基本姿勢となってい
る。

É 一方、情報へのアクセス権や情報提供を受ける権利などの住民の諸権利の認識が進む中、情報公開
条例や自治基本条例などの自治体法令において、積極的に財政情報の説明責任を果たしていこうとい
う自治体も増えている。４）

É そのような中、新法は、すべての自治体に４指標 ５）の公表義務を課したものである。しかし、４指標だ

けでは財政情報の開示や財政分析としては十分ではなく、財政情報の透明化が遅れていた自治体で
は、これを機に住民への本来の説明責任を果たすきっかけがもたらされたと考えるべき。

É 今回の提言により新法に対応した体制強化のノウハウを提案し、それを全国の自治体に公開すること
で、地方自治そのもの基盤強化・発展に貢献することをめざす。

※４）「自治基本条例」
ニセコ町まちづくり基本条例から

（情報共有の原則）第２条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有
することを基本に進めなければならない。

※５）「４指標」
上記の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、監査委員の審査及び議会への報告、公表が自治体に義務付けられた以下４つ
の財政指標をいう。これら指標により、自治体財政の健全性を客観的に判断できる目安となる。
①実質赤字比率 （普通会計の赤字に関する指標）

②連結実質赤字比率 （すべての会計の赤字に関する指標）

③実質公債費比率 （地方債の返済負担に関する指標）
④将来負担比率 （公営企業等を含めた普通会計の実質的負債に関する指標）
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Ⅱ．新法の実施に備え、早期に取り組むべき課題

新法に沿ってスケジュールの再構築を！

通常、決算が作成されるのが７月。監査委員の審
査は８月、それに基づく議会での決算審査は９月
～１１月に行われる。
監査委員は、決算が出てから４指標の監査を始め
たのではとても間に合わない。そのためそれ以前に
予備監査を実施し、決算審査では結果の分析だけ
にとどめることが必要。
平成１９年度分から監査の役割が変わることから、
監査体制を新法にあわせて早期に見直す必要あり！

【監査部門が取り組むべきこと】

事前監査で、監査委員が指標数値が適正であるかどうかの判断を
行うために、指標に対する全ての監査手続を行い、この結果、行政
部局の数値に信頼がおけると判断した場合は、４指標の審査では
その適正性に関して判断を行う。
しかし、事前監査で行政部局の数値に信頼がおけない（疑義が生
じる）場合には、監査委員は首長に対して是正を求め、それでも信頼
がおけない場合は最終的に全ての監査手続を実施し、意見形成を行
うこととなる。

【財政・会計部門が取り組むべきこと】

◎的確な４指標の作成
→決算資料の的確な作成
→財政・会計部門が一体となった決算状況の整理・分析
、組織体制の強化、決算統計作成分析手順の再整理
◎４指標をメルクマールとする財政計画の策定

また、決算議会を１２月に行っている自治体は決算手順
そのものの早期化とあわせて対策を考える必要。

【住民に周知すべきこと】
新法の趣旨と内容、これを契機として、４指標にとど
まらず住民の目線による自治体財政状況のチェック
について情報共有を図るべき。４指標を含め財政状態
を表す多様な財政指標の分析と分かりやすく説明、
他自治体との比較などが重要。

地方財政健全化法への対応の観点から、行政として早期に取り組まなければならないこと




